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北　第　　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北見市長　　　　　　　　　　　　　

保険給付支払一時差止解除通知書

　　年　　月　　日付で申請のありました国民健康保険給付の支払については、国民健康保険法第６３条の２の規定により　　　　年　　月　　日付で保険給付の支払（全部・一部）を一時差し止めておりましたが、下記の事由により解除しましたので通知します。

記
１．解除理由
　［　　］滞納していた国民健康保険料を完納したため。
　［　　］滞納していた国民健康保険料額が著しく減少したため。
　［　　］災害その他政令で定める「特別の事情」があると認定されたため。
　［　　］上記に類する事由があると認められるため。
　　　　　（類する事由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．解除年月日　　　　　　年　　月　　日

３．解除する保険給付
　１）保険給付の種類
　　　①高額療養費及び高額介護合算療養費　②療養費　③特定療養費
　　　④特別療養費　⑤葬祭費　⑥その他（　　　　　　　）
　２）解除する保険給付支払額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
４．支払方法
	支払方法
	現金・隔地払
	                  信金・労働金庫             本店
                  銀行・農協                 支店
	店舗コード
	
	
	

	
	口座払
	
	種    目
	

	
	振込先
銀行名
	（フリガナ）
	
	１ 普通
２ 当座
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	世 帯 主
口座名義
	
	
	
	
	
	
	
	
	



【連絡先】　保健福祉部国保医療課　　　　　電話：0157-25-1130
　　　　　　端野総合支所保健福祉課　　　　電話：0157-56-2117
　　　　　　常呂総合支所保健福祉課　　　　電話：0152-54-2114
　　　　　　留辺蘂総合支所保健福祉課　　　電話：0157-42-2425
